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通常国会　悪法をたくさん成立させて閉会
今国会、６月１３日に成立した教育に政治介入を許るす「教育委員会改悪法」と６月１９日に成立した国民の権利を奪う「医療介護総合法」は、大きな問題を含んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「教育委員会改悪法」は、政治が教育を支配することを可能にし、自民・公明の与党などの賛成で成立しました。政治的中立性が脅かされることに教育や教育行政の現場から多くの危惧の声があがっていたにもかかわらず、教育委員会の自治体首長からの独立性を奪う法律です。政治の不当な介入を許さず、教育の自由と自主性を守る国民的共同をいっそう強めることが求められています。　　　　ｐ教育への政治支配を許さないためには、教育委員会が本来の役割を果たせるようにすることが重要です。対話やアンケートなどを通じて保護者・子ども・教職員・住民の要求や不満をよくつかみ、教育行政に反映させていく教育委員会にすることは、制度が改悪されたもとでも十分可能です。それぞれの自治体で教育委員会を活性化するための取り組みを広げることが大切です。　　　　　　　　　　　ｐ「医療介護総合法」は、いくつもの法律を１つにまとめて改悪しており、安倍政権がすすめる消費税増税と社会保障「一体改悪」路線の柱となるものです。「自己責任の社会保障」の姿勢を露骨に打ち出し、医療・介護のさまざまな分野で国民に負担増と給付減を強いる方針を列挙しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ介護保険では２０００年の制度発足以来、前例のない大改悪（軽度者の保険はずし、特養入所に制限、利用料を２割に等々）がいくつも盛り込まれました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ要支援１・２の人が使う訪問・通所介護を国の保険給付対象から除外し、市町村の事業に“丸投げ”する改悪では、従来の厚労省の説明と異なり、サービスが大幅に低下する恐れがある新事実も発覚しました。　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ憲法２５条にもとづき国が社会保障の向上・増進に責任を持ち、国民の生存権を保障する政治への転換がいよいよ急がれます。

「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）
６月市議会　星野公平の質問に対する当局の答弁

① 議案質疑に対する答弁　６月１７日（火）（１５分間）
１、マイナンバー（国民総背番号）制度について（システム整備費）
【質問】７，５００万円程の予算が計上されているが、これで完成するのか。
【答弁】総額１億６，０００万円程かかる。市の負担は４，５００万円程。
【質問】国の事業に、何故市の負担が必要なのか。今後のスケジュールは。
【答弁】事務や手続きの簡略化、負担軽減のメリットがあり市民サービスの向上に寄与し、市の一定の負担は必要。２０１６年１月運用開始。
【質問】個人情報やプライバシーの保護、情報漏えいや犯罪が際限なく広がる危険性にどう対応するのか。住民の同意がなくても他の部局への情報提供が可能になるが、防止策はあるのか。
【答弁】「番号法」では、特定個人情報として位置づけて一般の個人情報より厳しく制限されている。情報提供者は情報照会者に対して、厳格な本人確認の義務付け、利用範囲や番号収集用途を限定して情報を提供しなければならないと規定されている。
「集団的自衛権に関する意見書」を全会一致で可決
質問の最終日２０日には、「集団的自衛権の行使容認について慎重審議を求める意見書」を全会一致で可決しました。提案者は伊藤研司氏ですが、私共からも提出を要請しておりました。
　内容には問題（慎重審議を求める）がありますが、安倍政権の暴走に対して意見を言う一つのきっかけになればいいと思っています。基本は、集団的自衛権の行使を止めさせるところにあります。
松田議員から質疑がありました。慎重審議でどうしたいのか、この意見書では分からないと言うものです。もっともです。しかしながら、「集団的自衛権の行使を止めさせる」では、賛同しない日の丸議員が何人かいるのが現状です。とりあえずは、良しとしましょう。
平和大行進　桑名市役所前をスタート（裏面に写真）

６月１２日、核兵器の廃絶を願って、朝日町、四日市へ。通りでは署名とカンパ（今年は広島がメイン会場、桑名員弁地区から２名の参加者）の訴えを行う。
② 一般質問に対する答弁　６月１９日（木）（３０分間）

１、福祉問題について（市が進める「地域包括ケアシステム」）
【質問】　病院からの早期追い出し、特養へは入れない・負担増・保険はずしで、住民の老後は安心できるのか。
【答弁】退院調整は、介護・福祉施設などと地域医療連携を図り、切れ目のないサービス提供体制で在宅復帰を支援するものです。特養は、在宅生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設として重点化を図る。負担増は、保険料の上昇を可能な限り押さえ、現役世代の過度な負担を避け、高齢者世代内で負担の公平化を図るものです。保険はずしは、生活支援の多様なニーズに応えるため介護事業所以外のＮＰＯ、民間企業、ボランティアにやってもらうものです。桑名市は、高齢者が医療や介護を必要になっても、住み慣れた場所で人生の最後を迎えられるような地域作りを進めます。
【質問】国・自治体が本来すべきことを何故市民に強要するのですか。

【答弁】可能な範囲で自助に努めていただき、互助という形で地域の皆さんによってサポートしてもらうことで、「地域包括ケアシステム」を構築します。
２、教育問題について

【質問】学力テストの学校別結果の公表について、

【答弁】これまで通り、数値の公表ではなく、調査をもとに分析し、本市や各校の「強みや弱み」を公表し、授業の改善等に生かしていく。

【質問】「みえスタディチェック」とは

【答弁】県教委が学期末に実施し、児童・生徒の学ぶ意欲の向上と活用力の育成を目的とするもの。
【質問】教育委員会改悪について、法が実際に改定されて、どう考えるか。
【答弁】新制度の導入に向けて、桑名市の教育が、より良い方向に進むよう取り組んでいきたい。

（要望）土曜授業について、子どもたちや教職員に負担のかからないように。
３、環境問題について

【質問】クルクル工房の運営について、変更の理由は

【答弁】委託先の団体とは様々な問題に対して解決の道を模索していたが、解決に至らなかった。事業を円滑に進めていく上で、相互の理解・事業目的の明確化・対等な関係などが重要で、双方が連携・理解を深め、良好な関係を築いていくことができなく、継続して市の事業を預けることができないと判断した。

（要望）陽だまりの丘でのホタル飛翔観察会中止、ポンプの修理を。

（要望）騒音（道路・工場）公害について、基準値以上のものには対策を打て。
市長に物申す　　土地区画整理事業を分かっているのか
ｐ１９日の他の議員の質問に対する答弁の中で、伊藤市長は「桑名駅西土地区画整理事業について ３つの指示」（① 民間活力を活用する　② 土地の高度利用を計る　③ 予算にメリハリをつける）をしていると発言した。
ｐ２０日、桑名駅西土地区画整理事業を管轄する駅周辺整備事務所を訪問し、所長に「３つの指示」について確認した。何時指示を受けたかについて、しばらく時間が欲しいとの事。（忘れているのか。即答すると何か不都合があるのか。）所長の意見では、市長の意向は分かるけれど、行政だけで勝手には判断できない。市長が出てきて説明する事に関しては、今のところ予定はしてないとの回答。
集団的自衛権　閣議決定は国民の命を脅かす
安倍首相は、集団的自衛権の行使を可能にする解釈改憲の閣議決定を、国民の批判や不安の声に耳を貸すこともなく、国会でのまともな議論もなく、自民・公明与党の密室協議だけで強行しようとしています。原案は、戦争を放棄し、戦力の保持を禁じた憲法９条を破壊し、自衛隊の海外派兵を際限なく拡大する極めて重大な内容となっています。閣議決定ありきの安倍・自公政権の暴走は絶対に許されません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ原案は、憲法９条の下で許される「武力の行使」について､｢他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがある」場合も「必要最小限度の実力行使」が認められるとしています。その上で、こうした武力行使は、｢国際法上は集団的自衛権が根拠になる」とし、集団的自衛権の行使であることを明確にしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ歴代内閣が「憲法９条の下で集団的自衛権の行使は許されない」としてきた憲法解釈を１８０度ひっくり返す大転換です。自衛隊創設から半世紀以上にわたり政府が堅持してきた憲法解釈を、一内閣の閣議決定というクーデター的手法で変更することは言語道断です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ集団的自衛権行使の要件である「他国に対する武力攻撃」の「他国」には地理的な限定がなく、世界中の国が対象になります。日本と「密接な関係にある他国」に修正する動きもありますが､｢密接な関係」を判断するのは時の政府であり、恣意的な解釈が可能です。「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」というのがどんな事態を指すかも極めてあいまいです。しかも、その「おそれ」だけで集団的自衛権が行使できれば、政府の勝手な判断で海外での武力行使は歯止めなく広がることになります。「おそれ」を「切迫した事態」という表現に改める意見もありますが、実際は起こっていない未来の可能性を政府が判断する点はどちらも同じです。　　　　　　　　　　　　　ｐ首相は「自衛隊が武力行使を目的として他国での戦闘に参加することはこれからもない」と繰り返してきました。しかし、閣議決定では、中東ペルシャ湾を念頭に、戦争さなかの機雷掃海という武力行使そのものの活動を可能にする意向を示しています。米軍などへの兵たん活動では、イラク戦争やアフガン戦争の際には禁じられていた「戦闘地域」への自衛隊派兵にも本格的に道を開いています。　　ｐ公明党は当初、国民の理解を得るため「一つひとつの事例をしっかり議論させてもらいたい」としていました。ところが今や、「この段階に至って事例に固執するのはいかがなものか」とし、閣議決定の文案協議に応じています。　　　　　　　　ｐ若者を戦場に送り、命を脅かす閣議決定ノーの声をさらに大きく上げましょう。　ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ（６月２０日(金)付け「しんぶん赤旗」主張より引用）
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桑名市役所前を出発する平和大行進　　　　　　リニア中央新幹線は桑名市内の大深度を通る
Ｎｏ．２１３　　　　２０１４年　６月　２６日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５

































































日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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